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【Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－②】 

② 総合入院体制加算の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院
体制加算について、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を
見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準とし
て年間実績を求めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動
脈バイパス移植術」を追加する。 

 

改 定 案 現   行 

【総合入院体制加算】 

［施設基準］ 

１ 総合入院体制加算１に関する施

設基準等 

(3) 全身麻酔による手術件数が年800

件以上であること。また、以下のア

からカまでを全て満たしているこ

と。 

ア 人工心肺を用いた手術及び人

工心肺を使用しない冠動脈、大動

脈バイパス移植術 40件／年以

上 

イ～カ （略） 

(4) 手術等の定義については、以下の

とおりであること。 

ア （略） 

イ 人工心肺を用いた手術及び人

工心肺を使用しない冠動脈、大動

脈バイパス移植術 

人工心肺を用いた手術とは、医科

点数表第２章第10部に掲げる手

術のうち、区分番号「Ｋ５４１」

から「Ｋ５４４」まで、「Ｋ５５

１」、「Ｋ５５３」、「Ｋ５５４」

から「Ｋ５５６」まで、「Ｋ５５

【総合入院体制加算】 

［施設基準］ 

１ 総合入院体制加算１に関する施

設基準等 

(3) 全身麻酔による手術件数が年800

件以上であること。また、以下のア

からカまでを全て満たしているこ

と。 

ア 人工心肺を用いた手術 40件

／年以上 

 

 

イ～カ （略） 

(4) 手術等の定義については、以下の

とおりであること。 

ア （略） 

イ 人工心肺を用いた手術 

 

 

人工心肺を用いた手術とは、医科

点数表第２章第10部に掲げる手

術のうち、区分番号「Ｋ５４１」

から「Ｋ５４４」まで、「Ｋ５５

１」、「Ｋ５５３」、「Ｋ５５４」

から「Ｋ５５６」まで、「Ｋ５５
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７」から「Ｋ５５７－３」まで、

「Ｋ５５８」、「Ｋ５６０」、「Ｋ

５６０－２」、「Ｋ５６８」、「Ｋ

５７０」、「Ｋ５７１」から「Ｋ

５７４」まで、「Ｋ５７６」、「Ｋ

５７７」、「Ｋ５７９」から「Ｋ

５８０」まで、「Ｋ５８２」から

「Ｋ５８９」まで及び「Ｋ５９２」

から「Ｋ５９４」までに掲げる人

工心肺を用いた手術をいう。ま

た、人工心肺を使用しない冠動

脈、大動脈バイパス移植術とは、

医科点数表第２章第10部に掲げ

る手術のうち、区分番号「Ｋ５５

２－２」に掲げる手術をいう。 

ウ～キ （略） 

 

２ 総合入院体制加算２に関する施

設基準等 

(2) 全身麻酔による手術件数が年800

件以上であること。なお、併せて以

下のアからカまでの全てを満たす

ことが望ましいものであり、少なく

とも４つ以上を満たしていること。

手術等の定義については、１の(４)

と同様である。 

ア 人工心肺を用いた手術及び人

工心肺を使用しない冠動脈、大動

脈バイパス移植術 40件／年以

上 

イ～カ （略） 

７」から「Ｋ５５７－３」まで、

「Ｋ５５８」、「Ｋ５６０」、「Ｋ

５６０－２」、「Ｋ５６８」、「Ｋ

５７０」、「Ｋ５７１」から「Ｋ

５７４」まで、「Ｋ５７６」、「Ｋ

５７７」、「Ｋ５７９」から「Ｋ

５８０」まで、「Ｋ５８２」から

「Ｋ５８９」まで及び「Ｋ５９２」

から「Ｋ５９４」までに掲げる人

工心肺を用いた手術をいう。 

 

 

 

 

 

ウ～キ （略） 

 

２ 総合入院体制加算２に関する施

設基準等 

(2) 全身麻酔による手術件数が年800

件以上であること。なお、併せて以

下のアからカまでの全てを満たす

ことが望ましいものであり、少なく

とも４つ以上を満たしていること。

手術等の定義については、１の(４)

と同様である。 

ア 人工心肺を用いた手術 40件

／年以上 

 

 

イ～カ （略） 

 
２．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保して

いるものに、紹介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績
に係る要件を見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【総合入院体制加算】 

［施設基準］ 

１ 総合入院体制加算１に関する施

設基準等 

(6) 外来を縮小するに当たり、ア又は

【総合入院体制加算】 

［施設基準］ 

１ 総合入院体制加算１に関する施

設基準等 

(6) 外来を縮小するに当たり、次の体
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イのいずれかに該当すること。 

ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれに

も該当すること。 

(ｲ) 病院の初診に係る選定療養

の届出を行っており、実費を

徴収していること。 

(ﾛ) 地域の他の保険医療機関と

の連携のもとに、区分番号「Ｂ

００９」診療情報提供料(Ⅰ)

の「注８」の加算を算定する

退院患者数、転帰が治癒であ

り通院の必要のない患者数及

び転帰が軽快であり退院後の

初回外来時に次回以降の通院

の必要がないと判断された患

者数が、直近１か月間の総退

院患者数（ただし、外来化学

療法又は外来放射線療法に係

る専門外来並びにＨＩＶ等に

係る専門外来の患者を除く。）

のうち、４割以上であること。 

イ 紹介受診重点医療機関（医療法

第30条の18の２第１項に規定す

る外来機能報告対象病院等であ

って、同法第30条の18の４第１項

第２号の規定に基づき、同法第30

条の18の２第１項第１号の厚生

労働省令で定める外来医療を提

供する基幹的な病院として都道

府県により公表されたものをい

う。）であること。 

制を確保していること。 

 

 

ア 病院の初診に係る選定療養の

届出を行っており、実費を徴収し

ていること。 

イ 地域の他の保険医療機関との

連携のもとに、区分番号「Ｂ００

９」診療情報提供料(Ⅰ)の「注８」

の加算を算定する退院患者数及

び転帰が治癒であり通院の必要

のない患者数が直近１か月間の

総退院患者数（ただし、外来化学

療法又は外来放射線療法に係る

専門外来並びにＨＩＶ等に係る

専門外来の患者を除く。）のうち、

４割以上であること。 

 

 

 

 

 




